
 - 29 - 

三木市公契約条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、市及び受注者の公契約の締結に伴う責務を明確にする

こと等により、当該業務に従事する労働者等の労働環境の整備並びに公契

約に係る事務及び事業（以下「公契約事務等」という。）の質の向上を図り、

もって地域経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 公契約 次に掲げる契約をいう。 

ア 市が発注する予定価格５，０００万円以上の工事の請負契約（以下「対

象請負契約」という。） 

イ 市が発注する予定価格１，０００万円以上の業務の委託に関する契約

（規則で定める契約に限る。）及び地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第３項の規定により市の指定を受けたものと市が締

結する公の施設の管理に関する協定（以下「対象委託契約」という。） 

(2) 市長等 公契約を締結する権限を有する者（受注者を除く。）をいう。 

(3) 受注者 市と公契約を締結する者をいう。 

(4) 受注関係者 次に掲げる者をいう。 

ア 下請、再委託その他いかなる名称によるかを問わず、市以外の者から

公契約に係る業務の一部について請け負う者 

イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和６０年法律第８８号）に基づき受注者又はアに掲げる者へ

公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者 

(5) 労働者等 次に掲げる者をいう。 

ア 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働

基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働者（同居の親

族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び最低賃金法（昭和

３４年法律第１３７号）第７条の適用を受ける者を除く。） 

イ 自らが提供する労働の対価を得るため、受注者又は受注関係者から公

契約に係る業務を請け負う者 

 （市の責務） 

第３条 市は、この条例に基づき公契約を適正に行うものとする。 

 （受注者の責務） 

第４条 受注者は、市の事務及び事業を実施する者としての社会的責任を自

覚し、公契約を適正に履行するものとする。 

２ 受注者は、労働者等の労働環境の整備に努めるものとする。 

３ 受注者は、受注関係者との契約を締結するに当たっては、関係法令を遵

守することが公契約事務等の質の向上に資することを認識し、その契約を

締結するものとする。 

 （労働報酬下限額） 

第５条 市長は、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号に定める
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者に対して支払われるべき１時間当たりの労働の対価の下限の額（以下「労

働報酬下限額」という。）を定めるものとする。 

(1) 対象請負契約 対象請負契約に係る業務に従事する労働者等（農林水

産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度決定する公共

工事設計労務単価（以下「設計労務単価」という。）に掲げる職種の業務

に従事する者に限る。） 

(2) 対象委託契約 対象委託契約に係る業務に従事する労働者等 

２ 労働報酬下限額は、別表のとおりとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、第７条に規定する三木市労働報酬

審議会の意見を聴き労働報酬下限額を見直すものとし、当該見直しに当た

っては、次に掲げる額等を勘案するものとする。 

(1) 設計労務単価 

(2) 最低賃金法第９条第１項に規定する地域別最低賃金において定める最

低賃金額 

(3) その他公的機関が定める労務単価の基準及び市職員の給料単価等     

 （契約において定める事項） 

第６条 市長等は、対象請負契約又は対象委託契約において、前条第１項各

号に掲げる者に対し、受注者が同条に規定する労働報酬下限額以上の労働

の対価を支払わなければならないことその他のこの条例の目的を達成する

ために必要な事項を定めるものとする。 

 （労働報酬審議会） 

第７条 市長は、労働報酬下限額等について意見を聴くため、三木市労働報

酬審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、委員６人以内をもって組織する。 

３ 委員は、事業者、労働者、学識経験者その他市長が適当と認める者のう

ちから市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

５ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し、必要な事項は、

規則で定める。 

 （出資法人等） 

第８条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定める

もの（以下「出資法人等」という。）は、この条例の目的に沿って、出資法

人等が当事者となる契約については市が当事者となる契約に準じた取扱い

をするよう努めるものとする。 

 （委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項

は、市長等が別に定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行し、同日以後に締結する対象



 - 31 - 

請負契約及び対象委託契約について適用する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４

３年三木市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  別表職員倫理審査会委員の項の次に次のように加える。 

労働報酬審議会委員長 日額 １１，６００円 

労働報酬審議会委員 日額 １０，２００円 

 

別表（第５条関係） 

 (1) 対象請負契約 

職 種 

１時間当たりの 

労働報酬下限額 

（円） 

職 種 

１時間当たりの 

労働報酬下限額 

（円） 

特殊作業員   １，９３０ 普通船員 ２，０００ 

普通作業員   １，７００ 潜水士 ３，１７０ 

軽作業員   １，２４０ 潜水連絡員 ２，３００ 

造園工   ２，０００ 潜水送気員 ２，２１０ 

法面工   ２，１６０ 山林砂防工 ２，２４０ 

とび工   ２，０７０ 軌道工 ３，２６０ 

石工   ２，８１０ 型わく工 ２，１２０ 

ブロック工   ２，３６０ 大工 ２，０００ 

電工   ２，０２０ 左官 ２，０２０ 

鉄筋工   １，９６０ 配管工 １，９３０ 

鉄骨工   １，９３０ はつり工 ２，１１０ 

塗装工   ２，０６０ 防水工 ２，１００ 

溶接工   ２，２１０ 板金工 ２，０００ 

運転手（特殊）   １，９５０ タイル工 ２，０１０ 

運転手（一般）   １，７６０ サッシ工 １，９２０ 

潜かん工   ２，６７０ 屋根ふき工 ２，０００ 

潜かん世話役   ３，１７０ 内装工 ２，１００ 

さく岩工   ２，１８０ ガラス工 ２，０４０ 

トンネル特殊工   ２，２９０ 建具工 １，９４０ 

トンネル作業員   ２，０１０ ダクト工 １，８６０ 

トンネル世話役   ２，６８０ 保温工 ２，１５０ 

橋りょう特殊工   ２，５７０ 建築ブロック工 ２，１３０ 

橋りょう塗装工   ２，６９０ 設備機械工 ２，２４０ 

橋りょう世話役   ２，９９０ 交通誘導員Ａ １，０７０ 

土木一般世話役   ２，２１０ 交通誘導員Ｂ   ９５０ 

高級船員   ２，５６０   

（注）この表に掲げる職種に該当する労働者等のうち、見習い、軽作業を行

う者については、８２０円とする。ただし、使用者が当該労働者等の合

意を得た場合に限る。 
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 (2) 対象委託契約 

１時間当たりの 

労働報酬下限額 

（円） 

    ８２０ 

 

  


